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児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金 

（特別育成費）の取扱いについて 

 

 

 

児童福祉行政の推進については、日頃よりご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金の取扱いのうち、特別育成費

の取扱いについて、別紙のとおりＱ＆Ａとしてとりまとめましたので、その取扱い

について遺漏無きようご留意いただくとともに、貴管下の関係施設等に対して周知

いただくようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各        民生主管部局 御担当者 様 

【照会先】 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課措置費係 

TEL：03-5253-1111（内線：4878、4880）  

E-mail：k-sochihi@mhlw.go.jp 

mailto:k-sochihi@mhlw.go.jp


（別 紙） 

（問）児童養護施設の高校生が、施設でオンライン学習を受けるためのパソコン

の購入やインターネット・スマートフォン通信料など、オンライン学習に係

る費用について、特別育成費の支出項目として認めて差し支えないか。 

（答） 

特別育成費は、児童養護施設等に入所する児童の高校在学中における教育に必

要な学習費等を支援するものであり、オンライン学習に対応するためのパソコン

・Wi-Fi機器等の購入やインターネット通信料等については、入所児童の学習機

会の確保に必要な経費と考えられることから、「児童福祉法による児童入所施設

措置費等国庫負担金について」（平成11年４月30日厚生省発児第86号厚生事務次

官通知）の第４の２次表に定める特別育成費に係る経費のうち「その児童の高等

学校在学中における教育に必要な授業料、クラブ費等の学校納付金、教科書代、

学用品費等の教科学習費等」として取り扱って差し支えない。 


